
「三重の木」利用推進協議会会則 

 

（目 的） 

第１条 「三重の木」利用推進協議会（以下「協議会」という。）は、県産材（三

重県内で生育し生産された木材）の利用拡大を図るため、認証制度の創設と

運用について協議し、「三重の木」（合法性が証明された県産材を使用し、別

に定める規格基準に基づく木材製品）を利用した住宅及び公共事業等への利

用促進に取り組むために設置する。 

 

（事 業） 

第２条 協議会は第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）「三重の木」の認証に関する事業 

  （２）その他協議会が必要と認めた事業 

 

（構 成） 

第３条 協議会は別表１に掲げる委員で構成する。 

２ 協議会には事業を推進するため、次の部会を設置する。 

  （１）認証審査部会 

  （２）認証検査部会 

  

（役 員） 

第４条 協議会には、役員として、会長１名、副会長１名、監事２名を置くこ

ととし、委員のうちから選任する。 

２ 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（会 議） 

第５条 協議会の会議は会長が招集し、会議を主宰する。 

 

（部 会） 

第６条 部会の会議は部会長が召集し、会議を主宰する。 

２ 部会に関し必要な事項は、委員会の議決を経て別に定める。 

 

（アドバイザー） 

第６条 必要に応じ、委員会及び部会にアドバイザーの出席を求めることがで

きるものとする。 

 



 

（事務局） 

第７条 協議会の事務局は、三重県木材協同組合連合会事務局に置く。 

 

（その他） 

第８条 この会則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

１ この会則は平成１７年４月１日より適用する。 

２ この会則は平成１９年４月１日から適用する。 


